様式第2号（第5条関係）

指令　第　　　号

豊郷町農業次世代人材投資資金交付決定および確定通知書

様

年　　月　　日付けで申請のあった農業次世代人材投資資金の交付については、次の
[bookmark: _GoBack]とおり決定および確定したので、豊郷町農業次世代人材投資資金交付要綱第5条の規定により通知します。
年　　月　　日

豊郷町長　　　　　　　　　　印

記

	交付年度
	　　　　年度
	資金等の名
	豊郷町農業次世代人材投資資金

	今回交付決定する資金の
対象期間
	年　　月　　日　～　　年　　月　　日

	資金の交付決定及び確定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	


	1　次のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
　（1）農業経営を中止したとき
　（2）農業経営を休止したとき
2　就農状況報告等、経営内容に係る報告を求められたときは速やかに従うこと。


（注）上記の交付決定に不服のある場合は、この通知書受領の日から7日以内に
　　文章で申請の取下げをすること。
